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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア基板と、
　該コア基板上に形成され上面に導体パターンが設けられたビルドアップ層と、
　該ビルドアップ層上に形成された低弾性率層と、
　該低弾性率層の上面に設けられ電子部品と接続部を介して接続される実装用電極と、
　前記低弾性率層を貫通して前記実装用電極と前記導体パターンとを電気的に接続する導
体ポストと、
　を備えた多層プリント配線板であって、
　前記導体ポストはアスペクト比Ｒａｓｐが４以上で直径が３０μｍを超え、しかも前記
導体ポストのうち前記低弾性層の外周部に配置された外側導体ポストのアスペクト比Ｒａ
ｓｐは前記低弾性層の内周部に配置された内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐの１．
２５倍以上２倍以下である、多層プリント配線板。
【請求項２】
　前記導体ポストのうち少なくとも前記外側導体ポストはクビレを持つ形状に形成されて
いる、請求項１に記載の多層プリント配線板。
【請求項３】
　前記クビレを持つ形状に形成された前記外側導体ポストは最大径／最小径が２以上４以
下である、請求項２に記載の多層プリント配線板。
【請求項４】
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　前記導体ポストが最外周からＮ列目まで多重に形成されているときには前記外側導体ポ
ストを最外周からＮ×２／３列までの範囲内で定められている、請求項１～３のいずれか
に記載の多層プリント配線板。
【請求項５】
　前記低弾性率層は、前記電子部品を該低弾性率層側に仮想的に投影したときの投影部分
の全域に略一致するように形成されている、請求項１～４のいずれかに記載の多層プリン
ト配線板。
【請求項６】
　前記実装用電極は、前記低弾性率層の上面と略同一平面となるように形成された前記導
体ポストの頂部である、請求項１～５のいずれか記載の多層プリント配線板。
【請求項７】
　前記低弾性率層は、３０℃におけるヤング率が１０ＭＰａ～１ＧＰａである、請求項１
～６のいずれか記載の多層プリント配線板。
【請求項８】
　前記電子部品は、ポーラス化した層間絶縁膜を有するＩＣチップを備えてなる、請求項
１～７のいずれか記載の多層プリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、多層プリント配線板に関する。
【背景技術】
　近年、携帯情報端末や通信端末に代表される電子機器では、高機能化及び小型化がめざ
ましい。これらの電子機器に用いられるＩＣチップを多層プリント配線板に高密度実装す
る形態として、ＩＣチップを直接多層プリント配線板に表面実装するフリップチップ方式
が採用されている。このような多層プリント配線板としては、コア基板と、このコア基板
上に形成されたビルドアップ層と、このビルドアップ層の上面にはんだバンプを介してＩ
Ｃチップが実装される実装用電極とを備えたものが知られている。ここで、コア基板とし
ては、エポキシ樹脂やＢＴ（ビスマレイミド・トリアジン）樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ
ブタジエン樹脂、フェノール樹脂等をガラス繊維等の強化材と共に成形したものが用いら
れるが、これらのコア基板の熱膨張係数は約１２～２０ｐｐｍ／℃（３０～２００℃）で
あり、ＩＣチップのシリコンの熱膨張係数（約３．５ｐｐｍ／℃）と比較すると、約４倍
以上も大きい。したがって、前述のフリップチップ方式では、ＩＣチップの発熱に伴う温
度変化が繰り返し生じた場合、ＩＣチップとコア基板との熱膨張量及び熱収縮量の違いに
より、はんだバンプが破壊されるおそれがあった。
　この問題を解決するために、ビルドアップ層上に低弾性率の応力緩和層を設け、この応
力緩和層の上面に実装用電極を設け、ビルドアップ層上の導体パターンと実装用電極とを
導体ポストで接続した多層プリント配線板が提案されている（例えば、特開昭５８－２８
８４８号公報、特開２００１－３６２５３号公報参照）。
【発明の開示】
　ところで、ＩＣチップは世代ごとに配線の微細化と多層化を実現しているが、配線の微
細化に伴い配線層における信号遅延が支配的になって高速化を妨げる。この遅延時間は配
線抵抗と配線間容量に比例するため、更なる高速化には配線の低抵抗化と配線間容量の低
減が必要となる。ここで、配線間容量の低減は、層間絶縁膜の低誘電率化により実現され
る。この低誘電率化には耐熱性を有する材料に空気（誘電率ε≒１）を導入する方法、具
体的にはポーラス化（多孔質化）が一般的である。
　しかしながら、層間絶縁膜をポーラス化したＩＣチップを多層プリント配線板に搭載し
た状態で加熱・冷却が繰り返されると、前出の公報に開示された応力緩和層では応力を十
分緩和できないことがあり、ＩＣチップの外周部の配線層にクラックが入ったり半導体チ
ップ－多層プリント配線板間に介在するバンプのうち外周部寄りのバンプにクラックが入
ったりすることがあった。
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、熱膨張・熱収縮によ
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る電子部品の外周部の破壊を防止すると共に電子部品へ安定して電源を供給することがで
きる多層プリント配線板を提供することを目的とする。また、そのような多層プリント配
線板を製造する方法を提供することを目的とする。
　本発明は、上述の目的を達成するために以下の手段を採った。
　即ち、本発明は、コア基板と、該コア基板上に形成され上面に導体パターンが設けられ
たビルドアップ層と、該ビルドアップ層上に形成された低弾性率層と、該低弾性率層の上
面に設けられ電子部品と接続部を介して接続される実装用電極と、前記低弾性率層を貫通
して前記実装用電極と前記導体パターンとを電気的に接続する導体ポストと、を備えた多
層プリント配線板であって、
　前記導体ポストはアスペクト比Ｒａｓｐが４以上で直径が３０μｍを超え、しかも前記
導体ポストのうち前記低弾性層の外周部に配置された外側導体ポストのアスペクト比Ｒａ
ｓｐは前記低弾性層の内周部に配置された内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐ以上の
ものである。
　この多層プリント配線板では、導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐが４以上で直径が３
０μｍを超え、しかも外側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐが内側導体ポストのアスペ
クト比Ｒａｓｐ以上であるため、外側導体ポストは実装用電極とビルドアップ層上面の導
体パターンとの電気的接続を維持したまま低弾性率層の変形に応じて変形する。したがっ
て、この多層プリント配線板によれば、コア基板と電子部品との熱膨張係数差に起因する
応力が発生したとしても、電子部品（特にポーラス化した層間絶縁膜を備えたＩＣチップ
）の外周部や外周寄りの接続部にかかる応力を確実に緩和することができ、熱膨張・熱収
縮によってこれらの部位が破壊されるのを防止することができる。また、加熱・冷却を繰
り返したときの電気抵抗の変化率を小さく抑えることができ、搭載した電子部品へ安定し
て電源を供給することができる。なお、本発明において導体ポストのアスペクト比Ｒａｓ
ｐとは、導体ポストの高さ／導体ポストの径（径が一様でないときには最小径）をいう。
また、「上」又は「上面」は、相対的な位置関係を表現したものに過ぎないので、例えば
「下」又は「下面」に置き換えたりしてもよい。
　本発明の多層プリント配線板において、導体ポストのうち外側導体ポストのアスペクト
比Ｒａｓｐは内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐの１．２５倍以上２倍以下であるこ
とが好ましい。この範囲であれば、本発明の効果が顕著になる。
　本発明の多層プリント配線板において、導体ポストのうち少なくとも外側導体ポストは
、クビレを持つ形状に形成されていることが好ましい。こうすれば、略ストレート形状の
導体ポストに比べて、本発明の効果をより確実に得ることができる。このようなクビレを
持つ形状に形成された外側導体ポストは、最大径／最小径が２以上４以下であることが好
ましい。
　本発明の多層プリント配線板において、導体ポストが最外周からＮ列目（Ｎは２以上の
整数）まで多重に形成されているときには外側導体ポストを最外周からＮ×２／３列まで
の範囲内で定めることが好ましい。この範囲内の導体ポストにかかる応力は他の導体ポス
トにかかる応力に比べて大きいため、本発明を適用する意義が大きい。例えば、Ｎが１５
のときには外側導体ポストを最外周から１０列目までの範囲内で定めることになるため、
最外周１列のみ、最外周～２列目まで、……、最外周～１０列目までといった定め方があ
る。
　本発明の多層プリント配線板において、低弾性率層は、電子部品を該低弾性率層側に仮
想的に投影したときの投影部分の全域に略一致するように形成されていてもよい。低弾性
率層はこの投影部分の全域を超えて形成されていてもよいが、この投影部分の全域と略一
致すれば十分に効果が得られることから、経済性等を考慮すると投影部分の全域と略一致
するように形成することが好ましい。また、低弾性率層の非形成領域にチップコンデンサ
等の電子部品を搭載してもよい。こうすれば、チップコンデンサとＩＣチップとの距離が
近いため、チップコンデンサから電源供給を受けるようにすればＩＣチップは電源不足に
なりにくい。
　本発明の多層プリント配線板において、実装用電極は、低弾性率層の上面と略同一平面
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となるように形成された導体ポストの頂部としてもよい。こうすれば、実装用電極を導体
ポストとは別に形成する場合に比べて、簡単に作製することができる。
　本発明の多層プリント配線板において、低弾性率層は、３０℃におけるヤング率が１０
ＭＰａ～１ＧＰａであることが好ましい。こうすれば、熱膨張係数差に起因する応力をよ
り確実に緩和することができる。また、この低弾性率層は、３０℃におけるヤング率が１
０ＭＰａ～３００ＭＰａであることがより好ましく、１０ＭＰａ～１００ＭＰａであるこ
とが最も好ましい。また、前記導体ポストは、導電性の良好な材料で形成されていること
が好ましく、例えば銅、はんだ又はこれらのいずれかを含む合金で形成されていることが
好ましい。
　本発明の多層プリント配線板において、電子部品は、ポーラス化した層間絶縁膜を有す
るＩＣチップを備えてなるものが好ましい。この種の電子部品は熱膨張・熱収縮により外
周部が破壊されやすいことから、本発明を適用する意義が高い。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本実施形態の多層プリント配線板の断面図である。
　図２は、本実施形態の導体ポストの配置図である。
　図３は、他の導体ポストの配置図である。
　図４は、本実施形態の多層プリント配線板の作製手順を表す説明図である。
　図５は、本実施形態の多層プリント配線板の作製手順を表す断面図である。
　図６は、本実施形態の多層プリント配線板の作製手順を表す断面図である。
　図７は、本実施形態の多層プリント配線板の別の作製手順を表す断面図である。
　図８は、他の多層プリント配線板の断面図である。
　図９は、ＩＣチップの位置とその位置にかかる応力との関係を表すテーブル及びグラフ
である。
【発明を実施するための最良の形態】
　次に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の一実施形態で
ある多層プリント配線板の断面図である。なお、以下には「上」や「下」と表現すること
があるが、これは相対的な位置関係を便宜的に表現したものに過ぎないので、例えば上下
を入れ替えたり上下を左右に置き換えたりしてもよい。
　本実施形態の多層プリント配線板１０は、図１に示すように、上下両面に形成された配
線パターン２２同士をスルーホール導体２４を介して電気的に接続するコア基板２０と、
このコア基板２０の上下に樹脂絶縁層３６を介して複数積層された導体パターン３２，３
２がバイアホール３４によって電気的に接続されたビルドアップ層３０と、ビルドアップ
層３０の上に低弾性率材料で形成された低弾性率層４０と、電子部品であるＩＣチップ７
０をはんだバンプ６６を介して実装するランド（実装用電極）５２と、低弾性率層４０を
貫通しランド５２とビルドアップ層３０の上面に形成された導体パターン３２とを電気的
に接続する導体ポスト５０と、を備えている。なお、図１では導体ポスト５０をバイアホ
ール３４から延出した部分に形成しているが、バイアホール３４に導体材料を充填してフ
ィルドビアとしそのフィルドビアの直上に形成してもよい。この場合、バイアホール３４
のピッチを狭くすることにより、導体ポスト５０間のピッチを狭くすることができる。
　コア基板２０は、ＢＴ（ビスマレイミド－トリアジン）樹脂やガラスエポキシ樹脂等か
らなるコア基板本体２１の上下両面に銅からなる配線パターン２２，２２と、コア基板本
体２１の上下を貫通するスルーホールの内周面に形成された銅からなるスルーホール導体
２４とを有しており、両配線パターン２２，２２はスルーホール導体２４を介して電気的
に接続されている。
　ビルドアップ層３０は、コア基板２０の上下両面に樹脂絶縁層３６と導体パターン３２
とを交互に積層したものであり、コア基板２０の配線パターン２２とビルドアップ層３０
の導体パターン３２との電気的な接続やビルドアップ層３０における導体パターン３２，
３２同士の電気的な接続は樹脂絶縁層３６の上下を貫通するバイアホール３４によって確
保されている。このようなビルドアップ層３０は、周知のサブトラクティブ法やアディテ
ィブ法（セミアディティブ法やフルアディティブ法を含む）により形成される。具体的に
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は、例えば以下のようにして形成される。すなわち、まず、コア基板２０の上下両面に樹
脂絶縁層３６となる樹脂シートを貼り付ける。この樹脂シートは、変成エポキシ系樹脂シ
ート、ポリフェニレンエーテル系樹脂シート、ポリイミド系樹脂シート、シアノエステル
系樹脂シートなどで形成され、その厚みは概ね２０～８０μｍである。次に、貼り付けた
樹脂シートに炭酸ガスレーザやＵＶレーザ、ＹＡＧレーザ、エキシマレーザなどによりス
ルーホールを形成して樹脂絶縁層３６とする。続いて、無電解銅めっきを施し、無電解銅
めっき層の上にレジストを形成し露光・現像し、次いでレジストの非形成部に電解銅めっ
きを施したあとレジストを剥離し、そのレジストが存在していた部分の無電解銅めっきを
硫酸－過酸化水素系のエッチング液でエッチングすることにより、配線パターン３２を形
成する。なお、スルーホール内部の導体層がバイアホール３４となる。あとは、この手順
を繰り返すことによりビルドアップ層３０が形成される。裏面には、ソルダーレジスト層
４５が形成されている。
　低弾性率層４０は、３０℃におけるヤング率が１０～１０００ＭＰａ（好ましくは１０
～３００ＭＰａ、より好ましくは１０～１００ＭＰａ）である弾性材料で形成されている
。低弾性率層４０のヤング率がこの範囲内だと、ランド５２にはんだバンプ６６を介して
電気的に接続されるＩＣチップ７０とコア基板２０との間に両者の熱膨張係数差に起因す
る応力が発生したとしてもその応力を緩和することができる。また、低弾性率層４０に用
いられる弾性材料としては、例えばエポキシ樹脂、イミド系樹脂、フェノール樹脂、シリ
コーン樹脂等の熱硬化性樹脂や、ポリオレフィン系樹脂、ビニル系樹脂、イミド系樹脂等
の熱可塑性樹脂にポリブタジエン、シリコーンゴム、ウレタン、ＳＢＲ、ＮＢＲ等のゴム
系成分やシリカ、アルミナ、ジルコニア等の無機成分が分散した樹脂などのうち上述した
ヤング率に合致したものが挙げられる。なお、樹脂に分散させる成分は、１種でも２種以
上でもよく、ゴム成分と無機成分の両方を分散させてもよい。本実施例では、低弾性率層
４０の弾性材料として、エポキシ樹脂にウレタン樹脂が６０ｖｏｌ％分散している樹脂を
用いている。
　導体ポスト５０は、低弾性率層４０を上下方向に貫通するように銅を主成分として形成
され、ランド５２とビルドアップ層３０の上面に設けられた導体パターン３２とを電気的
に接続している。この導体ポスト５０は、クビレを持つ形状、具体的には上部の直径や下
部の直径に比べて中間部の直径が小さい形状に形成されている。また、ここでは、導体ポ
スト５０のうち低弾性率層４０の外周部に配置されたものを外側導体ポスト５０ａと称し
、内周部に配置されたものを内側導体ポスト５０ｂと称することとする。図１では、導体
ポスト５０を便宜上数本しか示していないが、実際には例えば図２の導体ポスト５０の配
置図のように、最外周から１５列目まで多重に形成され、最外周から１０列目（つまり全
１５列の２／３）までの範囲内で外側導体ポスト５０ａが決められ、それ以外が内側導体
ポスト５０ｂとされる。ここでは、外側導体ポスト５０ａ及び内側導体ポスト５０ｂにつ
いて、アスペクト比Ｒａｓｐつまり中間部の直径（最小径）に対する高さの比はいずれも
４以上であり、最小径はいずれも３０μｍを上回っている。また、外側導体ポスト５０ａ
のアスペクト比Ｒａｓｐは内側導体ポスト５０ｂのアスペクト比Ｒａｓｐ以上に設計され
、具体的には、外側導体ポスト５０ｂのアスペクト比Ｒａｓｐは内側導体ポスト５０ｂの
アスペクト比Ｒａｓｐの１．２５倍以上２倍以下となるように設計されている。また、外
側導体ポスト５０ａは、最大径／最小径が２以上４以下となるように形成されている。な
お、図２では導体ポスト５０を格子状に配置した例を示したが、図３に示すように千鳥状
に配置してもよいし、外周から列が数えられるのであればランダムに配置してもよい。
　ランド５２は、低弾性率層４０から露出した各導体ポスト５０の頂部である。このラン
ド５２は、ニッケルめっき及び金めっきがこの順に施されたあとＩＣチップ７０の電極部
とはんだバンプ６６を介して接続される。このＩＣチップ７０は、本実施形態では、高速
化つまり高周波駆動が可能なように、ポーラス化され空気（誘電率ε≒１）が導入された
層間絶縁膜を採用して配線間容量が低減されたものを用いている。
　次に、本実施形態の多層プリント配線板１０の作製例について説明する。コア基板２０
及びビルドアップ層３０の作製手順は周知であるため、ここでは低弾性率層４０，導体ポ
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スト５０及びランド５２を作製する手順を中心に説明する。図４～図６はこの手順の説明
図である。なお、これら図４～図６は、コア基板２０の上面に形成されたビルドアップ層
３０の部分断面図を示すことにより作製手順の説明図とした。
　まず、ビルドアップ層３０が形成されたコア基板２０を用意した（図４（ａ）参照）。
この段階では、最上部の樹脂絶縁層３６の表面は無電解銅めっき層３０４で被覆されたま
まである。すなわち、スルーホール形成後の樹脂絶縁層３６に無電解銅めっきを施すこと
により無電解銅めっき層３０４を形成し、この無電解銅めっき層３０４上にフォトレジス
トを形成しパターン化したあと、フォトレジストが形成されていない部分に電解銅めっき
を施し、その後フォトレジストを剥離した段階である。したがって、電解銅めっき層はパ
ターン化されてパターン化めっき層３０２となっているが無電解銅めっき層３０４は樹脂
絶縁層３６の表面全体を覆ったままである。さて、このようなビルドアップ層３０の上面
に、市販のドライフィルム３０６（旭化成社製ＣＸ－Ａ２４０を２枚重ねて貼り付けたも
の、全厚２４０μｍ）を貼り付け、炭酸ガスレーザにより基板の外周部に口径の大きな孔
３０８ａを形成した（図４（ｂ）参照）。この孔３０８ａはパターン化めっき層３０２に
達している。
　続いて、この作製途中の基板につき、ドライフィルム３０６の孔３０８ａの底部から電
解銅めっきを行うことにより柱状の銅層３１０ａで孔３０８ａ内を充填し、更にこの銅層
３１０ａの上面にはんだ層３１２を形成した（図４（ｃ）参照）。なお、電解銅めっき液
は以下の組成のものを使用した。硫酸２．２４ｍｏｌ／ｌ、硫酸銅０．２６ｍｏｌ／ｌ、
添加剤１９．５ｍｌ／ｌ（アトテックジャパン社製、カパラシドＧＬ）。また、電解銅め
っきは以下の条件で行った。電流密度１Ａ／ｄｍ２、時間１７時間、温度２２±２℃。ま
た、はんだ層３１２は、Ｓｎ／Ｐｂを使用した。
　続いて、ドライフィルム３０６を剥がしたあと、作製途中の基板をアンモニアアルカリ
エッチング液（商品名エープロセス、メルテックス社製）に浸漬することによりエッチン
グを行った。このエッチングにより、電解銅めっき層３０２で覆われていない部分の無電
解銅めっき層３０４が除去されると共に、柱状の銅層３１０ａの中間部が浸食されてクビ
レを持つ形状となった（図４（ｄ）参照）。このとき、はんだ層３１２はエッチングレジ
ストとして機能した。ここで、銅層３１０ａの中間部をどの程度浸食させるかはエッチン
グ時間によって制御することができる。
　続いて、作製途中の基板表面全体に無電解銅めっきを施すことにより無電解銅めっき層
３１４を形成した（図５（ａ）参照）。この無電解銅めっき層３１４の厚さは数μｍであ
る。その後、面全体を覆うように、市販の液状レジスト剤をアルファコーター（商品名、
サーマトロニクス貿易（株））で非接触状態で塗布したあと乾燥して樹脂層３２０とし、
炭酸ガスレーザにより基板の内周部に口径の小さな孔３０８ｂを形成した（図５（ｂ）参
照）。ここでは、先に設けた孔３０８ａをφ１２０μｍとし、今回設けた孔３０８ｂをφ
１００μｍとした。続いて、この作製途中の基板につき、樹脂層３２０の孔３０８ｂの底
部から電解銅めっきを行うことにより柱状の銅層３１０ｂで孔３０８ｂ内を充填し、更に
この銅層３１０ｂの上面にはんだ層３２２を形成し（図５（ｃ）参照）、その後樹脂層３
２０を剥がした（図５（ｄ）参照）。なお、電解銅めっき液は以下の組成のものを使用し
た。硫酸２．２４ｍｏｌ／ｌ、硫酸銅０．２６ｍｏｌ／ｌ、添加剤１９．５ｍｌ／ｌ（ア
トテックジャパン社製、カパラシドＧＬ）。また、電解銅めっきは以下の条件で行った。
電流密度１Ａ／ｄｍ２、時間１７時間、温度２２±２℃。また、はんだ層３２２は、Ｓｎ
／Ｐｂを使用した。
　続いて、作製途中の基板をアンモニアアルカリエッチング液（商品名エープロセス、メ
ルテックス社製）に浸漬することによりエッチングを行った。このエッチングにより、無
電解銅めっき層３１４のうち表面に露出している部分が除去されると共に、柱状の銅層３
１０ｂの中間部が浸食されてクビレを持つ形状となり、また既にクビレを持つ形状になっ
ている銅層３１０ａは更に中間部が浸食されて最小径が小さくなった（図６（ａ）参照）
。また、エッチングのとき、基板の周囲から新鮮なエッチング液をスプレーしたため、基
板の外周部に立設されている銅層３１０ａは内周部に立設されている銅層３１０ｂよりも
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中間部が大きく浸食された。また、電解銅めっき層３０２及び無電解銅めっき層３０４の
うち、樹脂絶縁層３６の上面部分が導体パターン３２となり、スルーホール部分がバイア
ホール３４となった。このとき、はんだ層３１２，３２２はエッチングレジストとして機
能した。ここで、銅層３１０ａの中間部をどの程度浸食させるかはエッチング時間によっ
て制御することができる。この後、裏面には開口部を有するソルダーレジスト層４５を形
成した。
　続いて、この作製途中の基板をはんだ剥離剤（商品名エンストリップＴＬ－１０６、メ
ルテックス社製）に浸漬してはんだ層３１２，３２２を除去したあと、エポキシ樹脂にウ
レタン樹脂が６０ｖｏｌ％分散している樹脂フィルムを貼り付け（図６（ｂ）参照）、１
５０℃で６０分硬化して樹脂層３２４とした。この結果、銅層３１０ａが外側導体ポスト
５０ａとなり、無電解銅めっき層３１４及び銅層３１０ｂが内側導体ポスト５０ｂとなっ
た。その後、外側導体ポスト５０ａ及び内側導体ポスト５０ｂの表面が露出するまで樹脂
層３２４を研磨した（図６（ｃ）参照）。なお、研磨後の樹脂層３２４が低弾性率層４０
となる。また、低弾性率層４０から露出した両導体ポスト５０ａ，５０ｂの頂部がランド
５２となる。
　次に、この作製途中の基板を、銅表面を活性化するパラジウム触媒を含む酸性溶液に浸
漬したあと、塩化ニッケル３０ｇ／ｌ、次亜リン酸ナトリウム１０ｇ／ｌ、クエン酸ナト
リウム１０ｇ／ｌからなるｐＨ５の無電解ニッケルめっき液に２０分間浸漬して、ランド
５２の上に厚さ５μｍのニッケルめっき層を形成した。更に、その基板を、シアン化金カ
リウム２ｇ／ｌ、塩化アンモニウム７５ｇ／ｌ、クエン酸ナトリウム５０ｇ／ｌ、次亜リ
ン酸ナトリウム１０ｇ／ｌからなる無電解金めっき液に９３℃の条件で２３秒浸漬して、
ニッケルめっき層の上に厚さ０．０３μｍの金めっき層を形成した。そして、マスクパタ
ーンを用いてはんだペーストを印刷して２３０℃でリフローすることによりランド５２上
にはんだバンプ６６を形成し、多層プリント配線板１０の作製を完了した（図６（ｄ）及
び図１参照）。
　以上詳述した本実施形態の多層プリント配線板１０によれば、外側導体ポスト５０ａ及
び内側導体ポスト５０ｂはいずれもアスペクト比Ｒａｓｐが４以上で直径が３０μｍを超
え、しかも外側導体ポスト５０ａのアスペクト比Ｒａｓｐが内側導体ポスト５０ｂのアス
ペクト比Ｒａｓｐ以上であるため、外側導体ポスト５０ａはランド５２とビルドアップ層
上面の導体パターン３２との電気的接続を維持したまま低弾性率層４０の変形に応じて変
形する。したがって、コア基板２０とＩＣチップ７０との熱膨張係数差に起因する応力が
発生したとしても、ＩＣチップ７０の外周部や外周寄りのはんだバンプ６６にかかる応力
を確実に緩和することができ、熱膨張・熱収縮によってこれらの部位が破壊されるのを防
止することができる。また、加熱・冷却を繰り返したときの電気抵抗の変化率を小さく抑
えることができ、搭載したＩＣチップ７０へ安定して電源を供給することができる。特に
導体ポスト５０は直径が３０μｍを超えているため、導体ポスト５０の電気抵抗が低くな
り、また、動作クロックが３ＧＨｚ以上のＩＣチップ７０を搭載してもＩＣチップ７０の
トランジスタが電源不足に陥ることはない。これらの効果については後述する実験例で説
明するとおり実証済みである。
　また、外側導体ポスト５０ａのアスペクト比Ｒａｓｐは内側導体ポスト５０ｂのアスペ
クト比Ｒａｓｐの１．２５倍以上２倍以下であるため、上述した効果が顕著になる。更に
、外側導体ポスト５０ａや内側導体ポスト５０ｂは、クビレを持つ形状に形成されている
ため、略ストレート形状の導体ポストに比べて、加熱・冷却を繰り返したときの電気抵抗
の変化率を一層抑えることができる。更にまた、導体ポスト５０のうち外周から１０列目
まで（つまり全体（１５列）の２／３まで）の範囲を外側導体ポスト５０ａとしているが
、この範囲の導体ポスト５０にかかる応力は他の導体ポスト５０にかかる応力に比べて大
きいため、本発明を適用する意義が大きい。更にまた、ランド５２として、低弾性率層４
０の上面と同一平面となるように形成された導体ポスト５０の頂部を利用しているため、
導体ポスト５０とは別にランドを形成する場合に比べて、簡単に作製することができる。
そしてまた、低弾性率層４０は、３０℃におけるヤング率が１０ＭＰａ～１ＧＰａである



(8) JP 4504975 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

ため、熱膨張係数差に起因する応力をより確実に緩和することができる。
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
　例えば、上述した実施形態では、導体ポスト５０（５０ａ，５０ｂ）の形状をクビレを
持つ形状としたが、略ストレートな柱状としてもよいし、外側導体ポスト５０ａのみクビ
レを持つ形状としてもよいし、内側導体ポスト５０ｂのみクビレを持つ形状としてもよい
。いずれにしても、外側導体ポスト５０ａ及び内側導体ポスト５０ｂのアスペクト比Ｒａ
ｓｐが４以上で直径が３０μｍを超え、しかも外側導体ポスト５０ａのアスペクト比Ｒａ
ｓｐが内側導体ポスト５０ｂのアスペクト比Ｒａｓｐ以上とすれば、本発明の効果が得ら
れる。なお、これらについても後述する実験例で説明するとおり実証済みである。
　図７は、両導体ポスト５０ａ，５０ｂをいずれも略ストレート形状とする場合の作製手
順の一例を示す説明図である。まず、上述した実施形態と同様、ビルドアップ層３０が形
成されたコア基板２０を用意した（図７（ａ）参照）。このビルドアップ層３０の上面に
、市販のドライフィルム３０６（旭化成社製ＣＸ－Ａ２４０を２枚重ねて貼り付けたもの
、全厚２４０μｍ）を貼り付け、炭酸ガスレーザにより基板の外周部に口径の小さな孔３
０８ａ（例えばφ３３μｍ）を形成すると共に基板の内周部に口径の大きな孔３０８ｂ（
例えばφ５０μｍ）を形成した（図７（ｂ）参照）。続いて、この作製途中の基板につき
、各孔３０８ａ，３０８ｂの底部から電解銅めっきを行うことにより柱状の銅層３１０ａ
，３１０ｂで孔３０８ａ，３０８ｂ内を充填し、更にこの銅層３１０ａ，３１０ｂの上面
にはんだ層３１２，３２２を形成した（図７（ｃ）参照）。続いて、ドライフィルム３０
６を剥がしたあと、作製途中の基板をアンモニアアルカリエッチング液に浸漬してエッチ
ングを行うことにより、無電解銅めっき層３０４のうち表面に露出している部分が除去さ
れた（図７（ｄ）参照）。このとき、はんだ層３１２，３２２はエッチングレジストとし
て機能した。なお、エッチング時間を制御することにより銅層３１０ａ，３１０ｂを略ス
トレート形状にすることができた。このように略ストレート形状とする場合、エッチング
液を直線状にスプレーできるスリットノズルを用いるのが有効である。また、電解銅めっ
き層３０２及び無電解銅めっき層３０４のうち、樹脂絶縁層３６の上面部分が導体パター
ン３２となり、スルーホール部分がバイアホール３４となった。続いて、はんだ層３１２
，３２２をはんだ剥離剤により除去したあと、その作製途中の基板にエポキシ樹脂にウレ
タン樹脂が６０ｖｏｌ％分散している樹脂フィルムを貼り付け、１５０℃で６０分硬化し
て樹脂層３１６とし、その後銅層３１０ａ，３１０ｂの表面が露出するまで樹脂層３１６
を研磨した（図７（ｅ）参照）。この結果、銅層３１０ａが外側導体ポスト５０ａとなり
、銅層３１０ｂが内側導体ポスト５０ｂとなり、樹脂層が低弾性率層４０となった。また
、低弾性率層４０から露出した両導体ポスト５０ａ，５０ｂの頂部がランド５２となった
。後は、上述した実施形態と同様にしてランド５２にはんだバンプを形成すればよい。こ
のようにして得られた多層プリント配線板も、上述した実施形態とほぼ同等の効果が得ら
れる。
　また、上述した実施形態の低弾性率層４０上にソルダーレジスト層を形成してもよい。
この場合、ソルダーレジスト層にはランド５２が外部に露出するよう開口を設ける。なお
、このようなソルダーレジスト層は常法により形成することができる。
　更に、上述した実施形態ではビルドアップ層３０の上に導体ポスト５０を備えた低弾性
率層４０を１層だけ形成したが、複数積層してもよい。
　更にまた、上述した実施形態ではランド５２を導体ポスト５０の頂部つまり導体ポスト
５０の一部としたが、導体ポスト５０の頂部にこの導体ポスト５０とは別体のランドを形
成してもよい。
　そしてまた、図８に示すように、低弾性率層４０を、ＩＣチップ７０を低弾性率層４０
側に仮想的に投影したときの投影部分の全域に略一致するように形成してもよい。低弾性
率層４０を図１のように投影部分の全域を超えてビルドアップ層３０の全面に形成しても
よいが、この投影部分の全域と略一致すれば十分な効果が得られることから、経済性等を
考慮して投影部分の全域と略一致するように形成してもよい。
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【実施例】
　以下に、本実施形態の多層プリント配線板１０の効果を実証するための実験例について
説明する。まず、導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐと加熱・冷却を繰り返したあとの電
気抵抗の変化率との関係について説明する。ここでは、表１に示す実験例１～２３の導体
ポスト（縦３０×横３０つまり最外周から１５列目まで多重に形成されている）を備えた
多層プリント配線板を上述した実施形態に準じて作製した。表１において、実験例１～１
２の多層プリント配線板は最小径と最大径とが同じ導体ポストつまり略ストレートな柱状
の導体ポストを有するものであり、これらは図７の作製手順に準じて作製した。また、実
験例１３～２３の多層プリント配線板は最小径と最大径が異なる導体ポストつまりクビレ
を持つ形状の導体ポストを有するものであり、これらは図４～図６の作製手順に準じて作
製した。このようにして得られた各実験例の多層プリント配線板に、ポーラス化した層間
絶縁膜を有するＩＣチップを実装し、その後ＩＣチップと多層プリント配線板との間に封
止樹脂を充填しＩＣ搭載基板とした。そして、ＩＣチップを介した特定回路の電気抵抗（
ＩＣ搭載基板のＩＣチップ搭載面とは反対側の面に露出しＩＣチップと導通している一対
の電極間の電気抵抗）を測定し、その値を初期値とした。その後、それらのＩＣ搭載基板
に、－５５℃×５分、１２５℃×５分を１サイクルとしこれを２０００サイクル繰り返す
ヒートサイクル試験を行った。このヒートサイクル試験において、２５０サイクル目、５
００サイクル目、７５０サイクル目、１０００サイクル目、１２５０サイクル目、１５０
０サイクル目、２０００サイクル目、２５００サイクル目の電気抵抗を測定し、初期値と
の変化率（１００×（測定値－初期値）／初期値（％））を求めた。その結果を表１に示
す。このテーブル中、電気抵抗の変化率が±５％以内のものを「優」（◎）、±５～１０
％のものを「良」（○）、±１０％を超えたものを「不良」（×）とした。ここで、電気
抵抗の変化率が小さければＩＣチップの外周部や外周寄りのはんだバンプのダメージが小
さくＩＣチップへ安定して電源供給できることを意味し、電気抵抗の変化率が大きければ
ＩＣチップの外周部や外周寄りのはんだバンプが破壊され大きなダメージを受けておりＩ
Ｃチップへ安定して電源供給できないことを意味する。なお、目標スペックは１０００サ
イクル目の変化率が±１０％以内（つまり評価で「良」か「優」）である。
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【表１】

　表１から明らかなように、外側導体ポスト及び内側導体ポストはいずれもアスペクト比
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Ｒａｓｐが４以上で直径が３０μｍを超え、しかも外側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓ
ｐが内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐ以上という条件を満足するもの（実験例２～
４，６～１０，１４～１６，１８～２０，２３）については、いずれも１０００サイクル
目まで評価が「良」以上であったのに対して、この条件を満足しないもの（実験例１，５
，１１～１３，１７，２１）については、いずれも１０００サイクル目までのいずれかの
段階で評価が「不良」であった。また、外側導体ポストのアスペクト比が内側導体ポスト
のアスペクト比の２倍を超える実験例２２では、７５０サイクル目までは評価が「良」で
１０００サイクル目以降は「不良」、外側導体ビアのアスペクト比が内側導体ビアのアス
ペクト比の２倍である実験例２３では、１０００サイクル目までは評価が「良」で１２５
０サイクル目以降は「不良」であった。なお、かっこ内の数値は抵抗変化率を示している
。
　また、例えば実験例２と実験例３，４とを比較すると、外側導体ポストのアスペクト比
Ｒａｓｐが内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐの１．２５倍以上である後２者は、外
側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐと内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐが等しい
前者に比べて、より長いサイクル数まで評価が「良」であった。同様のことは、実験例６
と実験例７，８とを比較したり、実験例１４と実験例１５，１６とを比較したり、実験例
１８と実験例１９，２０とを比較してもいえる。
　更に、例えば実験例２と実験例１４とを比較すると、これらはいずれも外側導体ポスト
が最外周１列だけであるが、導体ポストがクビレを有する後者は導体ポストがストレート
形状の前者に比べて、より長いサイクル数まで評価が「良」であった。同様のことは、実
験例３と実験例１５とを比較したり，実験例４と実験例１６とを比較してもいえる。また
、外側導体ポストが最外周から１０列目までの実験例６と実験例１８とを比較したり、実
験例７と実験例１９とを比較したり、実験例８と実験例２０とを比較してもいえる。
　更にまた、例えば実験例３，７，９，１０を比較すると、これらはいずれも外側導体ポ
ストのアスペクト比Ｒａｓｐが５で内側導体ポストのアスペクト比Ｒａｓｐが４であるが
、導体ポスト５０のうち最外周１列だけを外側導体ポストとした実験例３、最外周から３
列目までを外側導体ポストとした実験例９、最外周から６列目までを外側導体ポストとし
た実験例１０、最外周から１０列目までを外側導体ポストとした実験例７の順に、より長
いサイクル数まで評価が「良」又は「優」となる傾向があった。
　次に、ＩＣチップの位置とその位置にかかる応力との関係について説明する。多層プリ
ント配線板にポーラス化した層間絶縁膜を有するＩＣチップを実装したＩＣ搭載基板につ
いて、３Ｄストリップシミュレーションを行い、ＩＣチップの接続部（多層プリント配線
板の導体ポストと１対１に対応するように最外周から１５列目まで形成されている）の位
置つまり列数とその位置にかかる応力との関係を計算した。なお、導体ポストのアスペク
ト比はすべて同一で１とし、低弾性率層や導体ポスト、ＩＣチップ、多層プリント配線板
、はんだ等の材質は同じとした。そして、それらの厚み等の寸法も同じとし、それらのヤ
ング率、ポアソン比、熱膨張係数を入力して計算した。その結果を図９のテーブル及びグ
ラフに示す。このテーブル及びグラフから明らかなように、ＩＣチップの接続部の列数が
最外周から１０列目（全列数×２／３列目）までは比較的大きな応力がかかり、最外周か
ら６列目（全列数×２／５列目）までは特に大きな応力がかかることがわかる。この結果
、導体ポストのうち最外周から全列数×２／３列目を超える位置（２／３列目より内側の
導体ポスト）では応力を緩和する必要性が乏しいことから、最外周から全列数×２／３列
目までの範囲内で外側導体ポストを設定するのが好ましく、特に最外周から全列数×２／
５列目までの範囲内で外側導体ポストを設定するのが好ましい。
　本発明は、２００４年４月２８日に出願された日本国特許出願２００４－１３４３７０
号を優先権主張の基礎としており、その内容のすべてが編入される。
【産業上の利用可能性】
　本発明の多層プリント配線板は、配線板搭載機器を用いる各種産業、例えば電器産業、
通信機器産業、自動車産業などの分野に利用される。
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